
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に係る本学の対応について

※１：学校保健安全法で定める出席停止期間 『発症日を0日として発症後5日を経過、かつ、症状が軽快した後1日を 経過するまで。無症状の場合は、検体を採取した日から5日を経過するまで』

※２：発症日（無症状の場合は検体採取日）を0日として5日間の療養、かつ、症状軽快後24時間
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